
平
成
六
年
自
治
省
令
第
四
十
五
号

政
党
助
成
法
施
行
規
則

政
党
助
成
法
（
平
成
六
年
法
律
第
五
号
）
及
び
政
党
助
成
法
施
行
令
（
平
成
六
年
政
令
第
三
百
七
十
一
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
同
法
及
び
同
令
を
実
施
す
る
た
め
、
政
党
助
成
法
施
行
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

目
次第

一
章
　
政
党
の
届
出
（
第
一
条―

第
四
条
）

第
二
章
　
政
党
交
付
金
の
算
定
等
（
第
五
条―

第
八
条
）

第
三
章
　
政
党
交
付
金
の
使
途
の
報
告
（
第
九
条―

第
二
十
一
条
）

第
四
章
　
政
党
の
解
散
等
に
係
る
措
置
（
第
二
十
二
条―

第
三
十
五
条
）

第
五
章
　
報
告
書
等
の
公
表
（
第
三
十
六
条
・
第
三
十
七
条
）

第
六
章
　
政
党
交
付
金
の
返
還
等
（
第
三
十
八
条―

第
四
十
三
条
）

第
七
章
　
雑
則
（
第
四
十
四
条
）

附
則

第
一
章
　
政
党
の
届
出

（
政
党
の
届
出
）

第
一
条
　
政
党
助
成
法
（
平
成
六
年
法
律
第
五
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
条
第
一
項
及
び
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
郵
便
又
は
民
間
事
業
者
に
よ
る
信
書
の
送
達
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
九
十
九

号
）
第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
一
般
信
書
便
事
業
者
、
同
条
第
九
項
に
規
定
す
る
特
定
信
書
便
事
業
者
若
し
く
は
同
法
第
三
条
第
四
号
に
規
定
す
る
外
国
信
書
便
事
業
者
に
よ
る
同
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
信
書
便
に
よ
る

こ
と
な
く
文
書
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

２
　
法
第
五
条
第
一
項
第
八
号
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
　
政
党
が
組
織
さ
れ
た
年
月
日
又
は
政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
三
条
第
一
項
各
号
に
規
定
す
る
政
治
団
体
と
な
っ
た
年
月
日

二
　
政
治
資
金
規
正
法
第
六
条
第
一
項
（
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
年
月
日

三
　
直
近
に
お
い
て
行
わ
れ
た
法
第
五
条
第
一
項
又
は
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
年
月
日

四
　
法
第
五
条
第
一
項
第
五
号
の
衆
議
院
議
員
又
は
参
議
院
議
員
が
選
出
さ
れ
た
衆
議
院
議
員
の
総
選
挙
（
以
下
単
に
「
総
選
挙
」
と
い
う
。
）
又
は
参
議
院
議
員
の
通
常
選
挙
（
以
下
単
に
「
通
常
選
挙
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
当

該
政
党
に
所
属
す
る
候
補
者
で
あ
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
旨

五
　
法
第
五
条
第
一
項
第
七
号
に
規
定
す
る
支
部
が
法
第
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
支
部
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
旨

３
　
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
文
書
は
、
別
記
第
一
号
様
式
に
準
じ
て
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。

（
政
党
の
届
出
に
係
る
添
付
文
書
）

第
二
条
　
法
第
五
条
第
二
項
第
三
号
（
法
第
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
承
諾
書
及
び
宣
誓
書
は
、
別
記
第
二
号
様
式
に
準
じ
て
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。

２
　
法
第
五
条
第
二
項
第
四
号
（
法
第
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
文
書
は
、
当
該
政
党
の
法
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
基
準
日
（
以
下
単
に
「
基
準
日
」

と
い
う
。
）
現
在
（
法
第
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
法
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
選
挙
基
準
日
（
以
下
単
に
「
選
挙
基
準
日
」
と
い
う
。
）
現
在
）
に
お
け

る
予
算
書
、
直
近
に
お
い
て
作
成
さ
れ
た
決
算
書
並
び
に
役
員
の
氏
名
及
び
住
所
を
記
載
し
た
書
面
と
す
る
。

（
届
出
事
項
又
は
添
付
文
書
に
係
る
異
動
の
届
出
）

第
三
条
　
法
第
五
条
第
三
項
（
法
第
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
政
党
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
に
係
る
文
書
は
、
別
記
第
三
号
様
式
に
準
じ
て
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。

（
総
選
挙
又
は
通
常
選
挙
が
行
わ
れ
た
場
合
に
係
る
届
出
事
項
等
の
省
略
）

第
四
条
　
法
第
六
条
第
三
項
（
法
第
二
十
三
条
第
八
項
及
び
第
二
十
七
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
る
べ
き
事
項
又
は
提
出
す
べ
き
文
書
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
法
第
五
条
第
一

項
第
七
号
及
び
第
八
号
に
規
定
す
る
事
項
（
第
一
条
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
事
項
を
除
く
。
）
並
び
に
法
第
五
条
第
二
項
各
号
（
法
第
二
十
三
条
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
条
第
三
項
の
規
定
に
係
る
場
合
を
除
き
、
法

第
五
条
第
二
項
第
三
号
を
除
く
。
）
に
規
定
す
る
文
書
と
す
る
。

第
二
章
　
政
党
交
付
金
の
算
定
等

（
政
党
交
付
金
の
交
付
決
定
通
知
等
）

第
五
条
　
法
第
十
条
第
三
項
（
法
第
二
十
三
条
第
八
項
及
び
第
二
十
七
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
政
党
交
付
金
（
法
第
二
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
交
付
金
を
含
む
。
以
下
こ
の
章
及
び
第

六
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
交
付
決
定
又
は
変
更
の
通
知
書
は
、
別
記
第
四
号
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
政
党
交
付
金
の
交
付
方
法
）

第
六
条
　
法
第
十
一
条
第
一
項
及
び
第
二
十
七
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
政
党
交
付
金
の
交
付
に
つ
い
て
は
、
そ
の
交
付
時
期
は
次
の
各
号
に
掲
げ
る
日
（
同
日
が
日
曜
日
若
し
く
は
土
曜
日
又
は
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号
）
に
規
定
す
る
休
日
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
日
曜
日
等
」
と
い
う
。
）
に
当
た
る
場
合
は
、
同
日
の
直
前
の
日
曜
日
等
で
な
い
日
と
す
る
。
次
項
に
お
い
て
「
交
付
日
」
と
い
う
。
）
と
し
、
口
座

振
替
の
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
次
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
請
求
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
請
求
の
あ
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
日
以
内
（
そ
の
月
の
末
日
ま
で
に
限
る
。
）
に
交
付
す
る
こ

と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

一
　
四
月
に
交
付
す
る
分
　
そ
の
年
の
四
月
二
十
日

二
　
七
月
に
交
付
す
る
分
　
そ
の
年
の
七
月
二
十
日

1



三
　
十
月
に
交
付
す
る
分
　
そ
の
年
の
十
月
二
十
日

四
　
十
二
月
に
交
付
す
る
分
　
そ
の
年
の
十
二
月
二
十
日

２
　
法
第
十
一
条
第
三
項
た
だ
し
書
（
法
第
二
十
七
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
請
求
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
請
求
の
あ
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
日
に
当
た
る
日
以
後

初
に
到
来
す

る
交
付
日
に
、
当
該
請
求
に
係
る
政
党
交
付
金
を
、
当
該
政
党
（
法
第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
該
当
す
る
政
治
団
体
を
含
む
。
以
下
こ
の
章
及
び
第
四
十
三
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
対
し
て
そ
の
年
分
と
し
て
交
付
す
べ
き
政
党

交
付
金
の
額
の
範
囲
内
で
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
請
求
の
あ
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
日
に
当
た
る
日
が
前
項
第
四
号
に
定
め
る
日
（
同
日
が
日
曜
日
に
当
た
る
と
き
は
同
日
の
前
々
日
と
し
、
土
曜
日
に

当
た
る
と
き
は
同
日
の
前
日
と
す
る
。
）
後
の
日
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
請
求
の
あ
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
日
以
内
に
交
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

（
政
党
交
付
金
の
請
求
）

第
七
条
　
法
第
十
一
条
第
二
項
（
法
第
二
十
七
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
政
党
交
付
金
の
交
付
の
請
求
に
係
る
請
求
書
は
、
前
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
日
前
十
日
に
当
た
る
日
ま
で
に
、
総
務
大

臣
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
前
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
五
日
に
当
た
る
日
ま
で
に
提
出
で
き
る
も
の
と
す
る
。

２
　
前
項
の
請
求
に
係
る
請
求
書
は
、
別
記
第
五
号
様
式
に
準
じ
て
作
成
し
、
請
求
に
当
た
っ
て
は
二
部
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

３
　
前
項
の
請
求
書
に
添
付
す
る
政
党
交
付
金
の
交
付
を
受
け
る
政
党
等
に
対
す
る
法
人
格
の
付
与
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
百
六
号
。
以
下
「
法
人
格
付
与
法
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
法
人
で
あ
る
旨

を
証
す
る
登
記
事
項
証
明
書
は
、
政
党
の
名
称
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
並
び
に
代
表
権
を
有
す
る
者
の
氏
名
及
び
住
所
が
記
載
さ
れ
た
も
の
（
当
該
証
明
書
が
提
出
さ
れ
た
日
前
三
十
日
に
当
た
る
日
後
に
作
成
さ
れ
た
も
の
に

限
る
。
）
と
す
る
。

４
　
第
二
項
の
請
求
書
に
は
、
商
業
登
記
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
二
十
五
号
）
第
十
二
条
に
規
定
す
る
印
鑑
の
証
明
書
（
当
該
請
求
書
が
提
出
さ
れ
た
日
前
三
十
日
に
当
た
る
日
後
に
作
成
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
を
添
付
す
る

も
の
と
す
る
。

（
政
党
交
付
金
の
交
付
結
果
の
公
表
）

第
八
条
　
法
第
十
三
条
（
法
第
二
十
七
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
交
付
結
果
の
公
表
は
、
別
記
第
六
号
様
式
に
準
じ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

第
三
章
　
政
党
交
付
金
の
使
途
の
報
告

（
会
計
帳
簿
の
種
類
、
様
式
及
び
記
載
要
領
）

第
九
条
　
法
第
十
五
条
第
一
項
及
び
第
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
会
計
帳
簿
の
種
類
は
、
次
の
と
お
り
と
し
、
そ
の
様
式
及
び
記
載
要
領
は
、
別
記
第
七
号
様
式
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
　
政
党
交
付
金
収
入
簿
又
は
支
部
政
党
交
付
金
収
入
簿

二
　
政
党
交
付
金
に
よ
る
支
出
簿
又
は
支
部
政
党
交
付
金
に
よ
る
支
出
簿

三
　
政
党
基
金
簿
又
は
支
部
基
金
簿

（
政
党
基
金
の
残
高
証
明
等
）

第
十
条
　
法
第
十
五
条
第
三
項
に
規
定
す
る
政
党
基
金
の
残
高
を
証
す
る
書
面
又
は
法
第
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
五
条
第
三
項
に
規
定
す
る
支
部
基
金
の
残
高
を
証
す
る
書
面
は
、
政
党
基
金
又
は
支
部
基
金
の
預

金
口
座
に
つ
い
て
、
当
該
預
金
口
座
に
係
る
金
融
機
関
が
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。

（
法
第
十
七
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
十
八
条
第
一
項
第
二
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
項
目
）

第
十
一
条
　
法
第
十
七
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
十
八
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
項
目
は
、
支
部
政
党
交
付
金
、
人
件
費
、
光
熱
水
費
、
備
品
・
消
耗
品
費
、
事
務
所
費
、
組
織
活
動
費
、
選
挙
関
係
費
、
機

関
紙
誌
の
発
行
そ
の
他
の
事
業
費
、
調
査
研
究
費
、
寄
附
金
及
び
そ
の
他
の
経
費
と
す
る
。

（
法
第
十
七
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
十
八
条
第
一
項
第
三
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
経
費
）

第
十
二
条
　
法
第
十
七
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
十
八
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
経
費
は
、
人
件
費
及
び
光
熱
水
費
と
す
る
。

（
使
途
等
報
告
書
の
様
式
及
び
記
載
要
領
）

第
十
三
条
　
法
第
十
七
条
第
一
項
及
び
第
二
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
報
告
書
並
び
に
法
第
十
八
条
第
一
項
及
び
第
二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
支
部
報
告
書
（
以
下
「
使
途
等
報
告
書
」
と
い
う
。
）
の
様
式
及
び
記
載
要
領
並
び

に
法
第
三
十
五
条
に
規
定
す
る
文
書
の
様
式
は
、
別
記
第
八
号
様
式
に
準
じ
て
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。

（
領
収
書
等
の
写
し
の
提
出
方
法
等
）

第
十
四
条
　
法
第
十
七
条
第
二
項
第
一
号
（
法
第
二
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
第
十
八
条
第
二
項
第
一
号
（
法
第
二
十
九
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
規
定
す
る
領
収
書
等
を
徴
し
難
か
っ
た
旨
並
び
に
支
出
の
目
的
、
金
額
及
び
年
月
日
を
記
載
し
た
書
面
は
、
別
記
第
九
号
様
式
に
準
じ
て
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。

２
　
法
第
十
七
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
十
八
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
支
出
の
目
的
を
記
載
し
た
書
面
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
支
出
目
的
書
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
文
書

と
す
る
。

一
　
次
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合
　
別
記
第
九
号
様
式
の
二
に
準
じ
て
作
成
し
た
文
書

二
　
法
第
十
七
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
十
八
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
振
込
み
の
明
細
書
で
あ
っ
て
支
出
の
金
額
及
び
年
月
日
を
記
載
し
た
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
振
込
明
細
書
」
と
い
う
。
）
に
支
出
の
目
的
が
記

載
さ
れ
て
い
る
場
合
（
会
計
責
任
者
が
当
該
振
込
明
細
書
の
余
白
に
支
出
の
目
的
を
記
載
し
た
場
合
を
含
む
。
）
　
当
該
振
込
明
細
書
の
写
し

３
　
法
第
十
七
条
第
二
項
第
一
号
又
は
第
十
八
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
支
出
目
的
書
と
し
て
前
項
第
二
号
に
定
め
る
文
書
を
提
出
す
る
と
き
は
、
当
該
振
込
明
細
書
の
写
し
を
重
ね
て
提
出
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

４
　
法
第
十
七
条
第
二
項
第
一
号
又
は
第
十
八
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
る
領
収
書
等
若
し
く
は
振
込
明
細
書
の
写
し
又
は
支
出
目
的
書
は
、
第
十
一
条
に
規
定
す
る
項
目
ご
と
に
分
類
し
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
総
括
文
書
）

第
十
五
条
　
法
第
十
七
条
第
二
項
第
三
号
（
法
第
二
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
総
括
文
書
は
、
別
記
第
十
号
様
式
に
準
じ
て
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。
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２
　
法
第
十
七
条
第
二
項
第
四
号
（
法
第
二
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
総
括
文
書
は
、
別
記
第
十
一
号
様
式
に
準
じ
て
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。

（
支
部
報
告
書
の
提
出
等
）

第
十
六
条
　
法
第
十
八
条
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
当
該
支
部
に
対
し
て
当
該
支
部
政
党
交
付
金
の
支
給
を
し
た
他
の
支
部
が
当
該
支
部
報
告
書
の
提
出
の
日
に
お
い
て
は
解
散
し
、
又
は
法
第
十
四
条
第
二
項
に
規
定

す
る
支
部
以
外
の
支
部
と
な
っ
て
い
た
場
合
と
す
る
。

２
　
法
第
十
八
条
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
者
は
、
前
項
に
規
定
す
る
他
の
支
部
に
よ
る
当
該
支
部
政
党
交
付
金
の
支
給
に
充
て
ら
れ
た
支
部
政
党
交
付
金
を
支
給
し
た
本
部
又
は
他
の
支
部
（
次
項
に
お
い
て
「
原
交
付
金
を
支

給
し
た
支
部
」
と
い
う
。
）
の
会
計
責
任
者
と
す
る
。

３
　
第
一
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
原
交
付
金
を
支
給
し
た
支
部
が
第
一
項
に
規
定
す
る
場
合
に
該
当
し
て
い
る
と
き
等
に
お
い
て
は
、
法
第
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
者
は
、
前
項
の
規
定
を
順
次
適
用

す
る
こ
と
に
よ
り
定
ま
る
本
部
又
は
支
部
の
会
計
責
任
者
と
す
る
。

（
支
部
総
括
文
書
）

第
十
七
条
　
法
第
十
八
条
第
二
項
第
四
号
（
法
第
二
十
九
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
支
部
総
括
文
書
は
、
別
記
第
十
二
号
様
式
に
準
じ
て
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。

（
監
査
意
見
書
）

第
十
八
条
　
法
第
十
九
条
第
一
項
（
同
条
第
五
項
並
び
に
法
第
二
十
八
条
第
二
項
及
び
第
二
十
九
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
監
査
意
見
書
は
、
別
記
第
十
三
号
様
式
に
準
じ
て
作
成
す
る
も
の
と
す

る
。

（
監
査
報
告
書
を
作
成
す
る
者
の
資
格
等
）

第
十
九
条
　
法
第
十
九
条
第
二
項
（
法
第
二
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
第
二
十
一
条
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
規
定
す
る
監
査
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
公
認
会
計
士
（
公
認
会
計
士

法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
号
）
第
十
六
条
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
外
国
公
認
会
計
士
を
含
む
。
以
下
第
二
十
一
条
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
監
査
法
人
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
公
認
会
計
士
が
、
法
第
十
七
条
第
一
項
又
は
第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
報
告
書
を
提
出
す
る
政
党
と
の
間
に
お
い
て
、
公
認
会
計
士
法
第
二
十
四
条
第
一
項
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
、
同
法
第
二
十
四
条
の
二
、
同

法
第
二
十
四
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
関
係
を
有
す
る
場
合
（
同
法
第
二
十
四
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
関
係
を
有
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
関
係
を
有
す
る
こ
と
に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
場
合
を
除
く

。
）
又
は
公
認
会
計
士
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
三
百
四
十
三
号
）
第
七
条
第
一
項
第
一
号
、
第
二
号
若
し
く
は
第
四
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
規
定
す
る
関
係
を
有
す
る
場
合
（
同
項
第
四
号
に
規
定
す
る
関
係
を
有
す
る

場
合
に
あ
っ
て
は
、
公
認
会
計
士
又
は
そ
の
配
偶
者
が
政
党
の
債
権
者
又
は
債
務
者
で
あ
る
場
合
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）

二
　
監
査
法
人
が
、
法
第
十
七
条
第
一
項
又
は
第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
報
告
書
を
提
出
す
る
政
党
と
の
間
に
お
い
て
、
公
認
会
計
士
法
第
三
十
四
条
の
十
一
の
二
に
規
定
す
る
関
係
を
有
す
る
場
合
又
は
公
認
会
計
士
法

施
行
令
第
十
五
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
規
定
す
る
関
係
を
有
す
る
場
合

三
　
公
認
会
計
士
又
は
監
査
に
関
与
す
る
監
査
法
人
の
社
員
が
衆
議
院
議
員
若
し
く
は
参
議
院
議
員
又
は
そ
の
配
偶
者
で
あ
る
場
合

２
　
公
認
会
計
士
は
、
法
第
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
監
査
を
行
う
と
き
は
、
他
の
公
認
会
計
士
若
し
く
は
監
査
法
人
と
共
同
し
、
又
は
他
の
公
認
会
計
士
を
補
助
者
と
し
て
使
用
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
他
の

公
認
会
計
士
若
し
く
は
監
査
法
人
と
共
同
せ
ず
、
又
は
他
の
公
認
会
計
士
を
補
助
者
と
し
て
使
用
し
な
い
こ
と
に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

３
　
監
査
法
人
は
、
当
該
監
査
法
人
の
社
員
が
、
法
第
十
七
条
第
一
項
又
は
第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
報
告
書
を
提
出
す
る
政
党
と
の
間
に
お
い
て
、
公
認
会
計
士
法
第
二
十
四
条
第
一
項
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
、
同
法

第
三
十
四
条
の
十
一
の
三
に
規
定
す
る
関
係
を
有
す
る
場
合
又
は
公
認
会
計
士
法
施
行
令
第
七
条
第
一
項
第
一
号
、
第
二
号
若
し
く
は
第
四
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
規
定
す
る
関
係
を
有
す
る
場
合
（
同
条
第
四
号
に
規
定
す
る
関
係

を
有
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
社
員
又
は
そ
の
配
偶
者
が
政
党
の
債
権
者
又
は
債
務
者
で
あ
る
場
合
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
は
、
当
該
社
員
を
当
該
政
党
に
係
る
監
査
に
関
与
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

（
公
認
会
計
士
又
は
監
査
法
人
の
監
査
報
告
書
に
係
る
監
査
）

第
二
十
条
　
法
第
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
監
査
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
法
第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
会
計
帳
簿
、
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
領
収
書
等
及
び
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
残
高
証
明
等
が
保
存
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

二
　
法
第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
会
計
帳
簿
に
は
政
党
交
付
金
に
係
る
収
支
の
状
況
が
記
載
さ
れ
て
お
り
、
か
つ
、
政
党
の
会
計
責
任
者
が
当
該
会
計
帳
簿
を
備
え
て
い
る
こ
と
。

三
　
法
第
十
七
条
第
一
項
又
は
第
二
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
報
告
書
は
、
会
計
帳
簿
、
領
収
書
等
、
振
込
み
の
明
細
書
及
び
残
高
証
明
等
に
基
づ
い
て
収
支
の
状
況
が
表
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

四
　
法
第
十
七
条
第
二
項
第
一
号
（
法
第
二
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
領
収
書
等
を
徴
し
難
か
っ
た
支
出
の
明
細
書
は
、
会
計
帳
簿
に
基
づ
い
て
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

２
　
政
党
の
会
計
責
任
者
は
、
法
第
十
七
条
第
一
項
又
は
第
二
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
報
告
書
の
提
出
の
期
限
の
二
週
間
前
ま
で
に
、
前
項
各
号
の
規
定
に
係
る
書
類
を
公
認
会
計
士
又
は
監
査
法
人
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
監
査
報
告
書
の
記
載
事
項
）

第
二
十
一
条
　
法
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
す
る
監
査
報
告
書
に
は
、
前
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
の
監
査
結
果
及
び
第
十
九
条
の
規
定
に
違
反
す
る
事
実
の
有
無
を
簡
潔
明
瞭
に
記
載
し
、
か
つ
、
当
該

監
査
報
告
書
を
作
成
し
た
公
認
会
計
士
又
は
当
該
監
査
報
告
書
を
作
成
し
た
監
査
法
人
の
代
表
者
が
作
成
の
年
月
日
を
付
し
て
署
名
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
監
査
報
告
書
が
監
査
法
人
の
作
成
す
る
も

の
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
監
査
法
人
の
代
表
者
の
ほ
か
、
当
該
監
査
証
明
に
係
る
業
務
を
執
行
し
た
社
員
が
、
署
名
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
章
　
政
党
の
解
散
等
に
係
る
措
置

（
法
第
二
十
一
条
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
特
別
の
事
情
等
）

第
二
十
二
条
　
法
第
二
十
一
条
第
一
項
（
法
第
二
十
七
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
項
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
特
別
の
事
情
は
、
総
選
挙
又
は
通
常
選
挙
の
期
日
以
後
に
法

第
二
条
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
政
治
団
体
と
な
っ
た
場
合
の
届
出
に
つ
い
て
、
当
該
選
挙
の
す
べ
て
の
当
選
人
に
係
る
令
第
一
条
に
規
定
す
る
当
選
人
の
告
示
が
さ
れ
た
日
（
次
項
に
お
い
て
「
告
示
完
了
日
」
と

い
う
。
）
が
当
該
選
挙
に
係
る
選
挙
基
準
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
五
日
に
当
た
る
日
後
と
な
っ
た
と
き
と
す
る
。

２
　
法
第
二
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
期
間
は
、
告
示
完
了
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
日
以
内
と
す
る
。
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（
解
散
等
の
届
出
）

第
二
十
三
条
　
法
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
党
の
解
散
等
の
届
出
に
係
る
文
書
は
、
別
記
第
十
四
号
様
式
に
準
じ
て
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。

（
政
党
の
合
併
等
の
場
合
に
お
け
る
政
党
の
届
出
）

第
二
十
四
条
　
法
第
二
十
三
条
第
四
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
合
併
解
散
政
党
又
は
分
割
解
散
政
党
の
法
第
二
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
直
近
の
届
出
（
令
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
け
る
法
第
二

十
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
含
む
。
以
下
単
に
「
直
近
の
届
出
」
と
い
う
。
）
の
年
月
日
、
こ
れ
ら
の
政
党
が
解
散
し
た
年
月
日
及
び
こ
れ
ら
の
政
党
の
代
表
者
で
あ
っ
た
者
が
法
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
解
散

の
届
出
（
以
下
単
に
「
解
散
の
届
出
」
と
い
う
。
）
を
し
た
年
月
日
並
び
に
分
割
政
党
に
あ
っ
て
は
法
第
二
十
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る
所
属
議
員
数
（
以
下
単
に
「
所
属
議
員
数
」
と
い
う
。
）
及
び
各
分
割
政
党
の
所
属
議
員
数
を

合
算
し
た
数
と
す
る
。

２
　
法
第
二
十
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
存
続
政
党
若
し
く
は
新
設
政
党
又
は
分
割
政
党
の
届
出
に
係
る
文
書
は
、
別
記
第
十
五
号
様
式
に
準
じ
て
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。

（
政
党
の
合
併
に
関
す
る
届
出
）

第
二
十
五
条
　
法
第
二
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
　
合
併
解
散
政
党
の
名
称

二
　
合
併
解
散
政
党
が
直
近
の
届
出
を
し
た
年
月
日
、
当
該
政
党
が
解
散
し
た
年
月
日
及
び
当
該
政
党
の
代
表
者
で
あ
っ
た
者
が
解
散
の
届
出
を
し
た
年
月
日

２
　
法
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
文
書
は
、
別
記
第
十
六
号
様
式
に
準
じ
て
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。

（
政
党
の
分
割
に
関
す
る
届
出
）

第
二
十
六
条
　
法
第
二
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
　
分
割
解
散
政
党
の
名
称

二
　
分
割
解
散
政
党
が
直
近
の
届
出
を
し
た
年
月
日
、
当
該
政
党
が
解
散
し
た
年
月
日
及
び
当
該
政
党
の
代
表
者
で
あ
っ
た
者
が
解
散
の
届
出
を
し
た
年
月
日

２
　
法
第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
文
書
は
、
別
記
第
十
七
号
様
式
に
準
じ
て
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。

（
関
連
合
併
等
に
関
す
る
届
出
）

第
二
十
七
条
　
関
連
合
併
等
（
令
第
五
条
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
関
連
合
併
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
令
第
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
文
書
は
、
当
該
関
連
合
併
等
に
係
る
法
第
二

十
三
条
第
五
項
に
規
定
す
る
存
続
政
党
及
び
合
併
解
散
政
党
の
間
で
合
意
さ
れ
た
合
併
に
関
す
る
文
書
の
写
し
（
新
設
政
党
に
あ
っ
て
は
各
合
併
解
散
政
党
間
に
お
け
る
合
併
に
関
す
る
文
書
の
写
し
と
し
、
分
割
政
党
に
あ
っ
て
は

分
割
解
散
政
党
に
お
け
る
分
割
に
関
す
る
文
書
の
写
し
と
す
る
。
）
並
び
に
当
該
関
連
合
併
等
に
係
る
第
二
十
五
条
第
二
項
又
は
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
文
書
と
す
る
。
た
だ
し
、
存
続
政
党
若
し
く
は
新
設
政
党
又
は
分
割

政
党
が
、
令
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
既
に
こ
れ
ら
の
文
書
を
提
出
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
関
連
合
併
等
に
係
る
第
二
十
五
条
第
二
項
又
は
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
文
書
と
す
る
。

（
併
せ
て
行
わ
れ
た
合
併
及
び
分
割
に
関
す
る
届
出
）

第
二
十
八
条
　
令
第
五
条
第
四
項
に
規
定
す
る
二
以
上
の
政
党
に
つ
い
て
合
併
及
び
分
割
が
併
せ
て
行
わ
れ
た
場
合
に
お
け
る
届
出
に
係
る
前
二
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
二
十
六
条
第
一
項
中
「
分
割
解
散
政
党
」
と
あ
る

の
は
「
併
せ
て
行
わ
れ
た
合
併
及
び
分
割
に
係
る
合
併
解
散
政
党
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
第
十
七
号
様
式
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
六
号
様
式
及
び
第
十
七
号
様
式
」
と
、
前
条
中
「
存
続
政
党
及
び
合
併
解
散
政
党
の
間
で
合
意
さ

れ
た
合
併
に
関
す
る
文
書
の
写
し
（
新
設
政
党
に
あ
っ
て
は
各
合
併
解
散
政
党
間
に
お
け
る
合
併
に
関
す
る
文
書
の
写
し
と
し
、
分
割
政
党
に
あ
っ
て
は
分
割
解
散
政
党
に
お
け
る
分
割
に
関
す
る
文
書
の
写
し
と
す
る
。
）
」
と
あ
る

の
は
「
合
併
解
散
政
党
の
間
で
合
意
さ
れ
た
併
せ
て
行
わ
れ
る
合
併
及
び
分
割
に
関
す
る
文
書
の
写
し
」
と
、
「
存
続
政
党
若
し
く
は
新
設
政
党
又
は
分
割
政
党
」
と
あ
る
の
は
「
分
割
政
党
」
と
す
る
。

（
特
定
交
付
金
に
係
る
届
出
）

第
二
十
九
条
　
法
第
二
十
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
法
第
二
条
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
政
治
団
体
と
な
っ
た
年
月
日
と
す
る
。

２
　
法
第
二
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
文
書
は
、
別
記
第
十
八
号
様
式
に
準
じ
て
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。

（
法
第
二
十
七
条
第
三
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
文
書
）

第
三
十
条
　
法
第
二
十
七
条
第
三
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
文
書
は
、
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
文
書
と
す
る
。

（
解
散
等
に
係
る
報
告
書
の
提
出
期
限
）

第
三
十
一
条
　
法
第
二
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
報
告
書
は
、
同
項
に
規
定
す
る
事
実
が
生
じ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
三
十
日
以
内
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

（
解
散
等
に
係
る
政
党
の
支
部
報
告
書
の
提
出
の
特
例
等
）

第
三
十
二
条
　
法
第
二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
支
部
報
告
書
は
、
当
該
政
党
の
支
部
が
同
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
以
内
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

２
　
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
当
該
他
の
支
部
が
既
に
解
散
し
、
又
は
法
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
該
当
す
る
支
部
で
な
く
な
っ
た
場
合
と
し
、
同
号
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定

め
る
者
は
、
当
該
政
党
の
会
計
責
任
者
で
あ
っ
た
者
と
す
る
。

３
　
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
当
該
支
部
が
法
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
該
当
す
る
支
部
で
な
く
な
っ
た
場
合
と
す
る
。

（
解
散
等
に
係
る
政
党
の
支
部
報
告
書
の
提
出
期
限
）

第
三
十
三
条
　
法
第
二
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
政
党
の
会
計
責
任
者
は
、
同
項
に
規
定
す
る
支
部
報
告
書
及
び
監
査
意
見
書
を
、
当
該
支
部
報
告
書
の
提
出
を
受
け
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
以
内
に
総
務
大
臣
に
提
出

す
る
も
の
と
す
る
。

（
法
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
該
当
し
な
い
政
党
の
支
部
報
告
書
の
提
出
期
限
）

第
三
十
四
条
　
法
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
当
該
政
党
の
会
計
責
任
者
で
あ
っ
た
者
の
総
務
大
臣
に
対
す
る
文
書
の
提
出
は
、
当
該
支
部
報
告
書
の
提
出
を
受
け
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
以
内
（
法
第
二
十
九
条
第

一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
事
実
が
生
じ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
三
十
日
以
内
に
限
る
。
）
に
す
る
も
の
と
す
る
。
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（
法
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
該
当
し
な
い
政
党
の
支
部
の
支
部
報
告
書
の
提
出
期
限
）

第
三
十
五
条
　
法
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
支
部
の
会
計
責
任
者
で
あ
っ
た
者
の
当
該
政
党
の
会
計
責
任
者
で
あ
っ
た
者
に
対
す
る
文
書
の
提
出
は
、
当
該
支
部
の
会
計
責
任
者
で
あ
っ
た
者
が
当
該
政
党
の
他
の
支
部
の

会
計
責
任
者
で
あ
っ
た
者
か
ら
支
部
報
告
書
の
提
出
を
受
け
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
以
内
に
す
る
も
の
と
す
る
。

第
五
章
　
報
告
書
等
の
公
表

（
報
告
書
等
の
要
旨
の
公
表
）

第
三
十
六
条
　
法
第
三
十
一
条
に
規
定
す
る
定
期
報
告
文
書
又
は
解
散
等
報
告
文
書
に
係
る
同
条
の
規
定
に
よ
る
要
旨
の
公
表
は
、
別
記
第
十
九
号
様
式
に
準
じ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
報
告
書
等
の
閲
覧
）

第
三
十
七
条
　
法
第
三
十
二
条
第
四
項
（
法
第
三
十
三
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
法
第
三
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
届
出
書
若
し
く
は
こ
れ
に
併
せ
て
提
出
す
べ
き
文
書
、
同
条
第
二
項
に
規
定

す
る
報
告
書
、
支
部
報
告
書
、
総
括
文
書
、
監
査
意
見
書
若
し
く
は
監
査
報
告
書
又
は
法
第
三
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
書
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
報
告
書
等
」
と
い
う
。
）
の
閲
覧
は
、
総
務
大
臣
の
指
定
す
る
場
所

で
、
執
務
時
間
中
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
報
告
書
等
は
、
前
項
の
場
所
以
外
に
持
ち
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。

３
　
報
告
書
等
は
、
丁
重
に
取
り
扱
い
、
破
損
、
汚
損
又
は
加
筆
等
の
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

４
　
前
三
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者
に
対
し
て
は
、
そ
の
閲
覧
を
中
止
さ
せ
、
又
は
閲
覧
を
禁
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
六
章
　
政
党
交
付
金
の
返
還
等

（
法
第
三
十
三
条
第
二
項
第
四
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
日
）

第
三
十
八
条
　
法
第
三
十
三
条
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
日
は
、
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
二
号
に
定
め
る
事
実
が
生
じ
た
日
と
す
る
。

（
政
党
交
付
金
に
よ
る
支
出
に
充
て
て
い
な
い
政
党
交
付
金
等
を
引
き
継
い
だ
旨
の
届
出
）

第
三
十
九
条
　
法
第
三
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
文
書
は
、
別
記
第
二
十
号
様
式
に
準
じ
て
作
成
す
る
も
の
と
し
、
法
第
十
七
条
第
一
項
又
は
第
二
十
八
条
第
一
項
の
報
告
書
に
併
せ
て
届
け
出
る
も
の
と
す
る
。

（
政
党
交
付
金
の
交
付
の
停
止
等
の
通
知
）

第
四
十
条
　
法
第
三
十
三
条
第
六
項
（
法
第
三
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
政
党
交
付
金
の
交
付
を
停
止
し
、
又
は
政
党
交
付
金
の
返
還
を
命
ず
る
旨
の
通
知
は
、
別
記
第
二
十
一
号
様
式
か
ら
第

二
十
三
号
様
式
ま
で
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
政
党
交
付
金
の
交
付
の
停
止
等
に
係
る
告
示
）

第
四
十
一
条
　
法
第
三
十
三
条
第
七
項
（
法
第
三
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
告
示
は
、
別
記
第
二
十
四
号
様
式
に
準
じ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
法
第
三
十
三
条
第
十
項
の
規
定
に
よ
る
控
除
の
通
知
）

第
四
十
二
条
　
法
第
三
十
三
条
第
十
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
六
項
の
通
知
は
、
別
記
第
二
十
五
号
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
報
告
書
等
の
提
出
の
督
促
）

第
四
十
三
条
　
総
務
大
臣
は
、
法
第
三
十
四
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
と
な
る
政
党
に
対
す
る
政
党
交
付
金
の
全
部
又
は
一
部
の
交
付
の
停
止
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
政
党
に
対
し
て
事
前
に
同
項
に
規
定
す
る
報
告
書

等
の
提
出
の
督
促
を
行
う
も
の
と
す
る
。

第
七
章
　
雑
則

（
電
磁
的
記
録
又
は
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
出
）

第
四
十
四
条
　
法
第
四
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
十
八
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十
九
条
第
一
項
の
支
部
報
告
書
、
法
第
十
八
条
第
二
項
（
法
第
二
十
九
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
支
部
分
領
収
書

等
の
写
し
若
し
く
は
残
高
証
明
等
の
写
し
、
支
部
報
告
書
若
し
く
は
支
部
総
括
文
書
（
法
第
二
十
条
第
二
項
又
は
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
べ
き
こ
れ
ら
の
文
書
を
含
む
。
）
、
法
第
十
九
条
第
四
項
及
び
第
二
十
九
条

第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
九
条
第
一
項
の
監
査
意
見
書
又
は
法
第
三
十
五
条
の
文
書
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
報
告
書
等
」
と
い
う
。
）
を
提
出
す
る
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
提
出
者
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
報

告
書
等
の
提
出
を
書
面
に
よ
り
行
う
と
き
に
記
載
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
項
を
、
当
該
提
出
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
か
ら
入
力
し
て
、
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
提
出
者
は
、
入
力
す
る
事
項
に
つ
い
て
の
情
報
に
電
子
署
名
（
電
子
署
名
等
に
係
る
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
の
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
三
号
）
第
二
条
第

一
項
又
は
電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
二
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
電
子
署
名
を
い
う
。
）
を
行
い
、
当
該
電
子
署
名
を
行
っ
た
者
を
確
認
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
を
証
す
る
電
子
証

明
書
（
電
子
署
名
等
に
係
る
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
の
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
署
名
用
電
子
証
明
書
又
は
電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
三
年
総
務
省
・

法
務
省
・
経
済
産
業
省
令
第
二
号
）
第
四
条
第
一
号
に
規
定
す
る
電
子
証
明
書
を
い
う
。
）
と
併
せ
て
こ
れ
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
法
第
四
十
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
電
磁
的
記
録
は
、
磁
気
デ
ィ
ス
ク
（
こ
れ
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
事
項
を
確
実
に
記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物
を
含
む
。
）
を
も
っ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル

に
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た
も
の
と
す
る
。

４
　
法
第
四
十
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
電
磁
的
方
法
は
、
提
出
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
報
告
書
等
の
提
出
を
受
け
る
者
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
受
領
者
」
と
い
う
。
）
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算

機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
提
出
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
受
領
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
接
続
す
る
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
送
信
し
、
受
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
方
法

二
　
提
出
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
受
領
者
の
閲
覧
に
供
し
、
当
該
受
領
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ

イ
ル
に
当
該
事
項
を
記
録
す
る
方
法

附
　
則

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
七
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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２
　
法
附
則
第
四
条
第
一
項
又
は
第
三
項
に
規
定
す
る
届
出
は
、
郵
便
に
よ
る
こ
と
な
く
文
書
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

３
　
法
附
則
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
届
出
に
係
る
文
書
及
び
令
附
則
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
文
書
は
、
当
該
合
併
に
係
る
法
第
二
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
合
併
に
関
す
る
文
書
の
写
し
に
準
ず
る
合
併
に
つ
い
て
証
す
る

書
面
及
び
当
該
合
併
に
係
る
第
二
十
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
文
書
と
す
る
。

４
　
法
附
則
第
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
届
出
に
係
る
文
書
は
、
当
該
分
割
に
係
る
法
第
二
十
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
分
割
に
関
す
る
文
書
の
写
し
に
準
ず
る
分
割
に
つ
い
て
証
す
る
書
面
及
び
当
該
分
割
に
係
る
第
二
十
七
条
第
三

項
に
規
定
す
る
文
書
と
す
る
。

５
　
法
の
施
行
前
に
行
わ
れ
た
合
併
又
は
分
割
に
係
る
第
二
十
七
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
存
続
政
党
及
び
合
併
解
散
政
党
の
間
で
合
意
さ
れ
た
合
併
に
関
す
る
文
書
の
写
し
（
新
設
政
党
に
あ
っ
て
は
各
合
併
解
散

政
党
間
に
お
け
る
合
併
に
関
す
る
文
書
の
写
し
と
し
、
分
割
政
党
に
あ
っ
て
は
分
割
解
散
政
党
に
お
け
る
分
割
に
関
す
る
文
書
の
写
し
と
す
る
。
）
」
と
あ
る
の
は
、
「
法
第
二
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
合
併
に
関
す
る
文
書
の
写
し

に
準
ず
る
合
併
に
つ
い
て
証
す
る
書
面
（
分
割
が
行
わ
れ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
法
第
二
十
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
分
割
に
関
す
る
文
書
の
写
し
に
準
ず
る
分
割
に
つ
い
て
証
す
る
書
面
）
」
と
す
る
。

６
　
令
附
則
第
三
条
第
六
項
に
規
定
す
る
合
併
に
関
す
る
自
治
省
令
で
定
め
る
文
書
は
、
法
第
二
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
合
併
に
関
す
る
文
書
の
写
し
に
準
ず
る
合
併
に
つ
い
て
証
す
る
書
面
と
す
る
。

７
　
令
附
則
第
三
条
第
六
項
に
規
定
す
る
分
割
に
関
す
る
自
治
省
令
で
定
め
る
文
書
は
、
法
第
二
十
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
分
割
に
関
す
る
文
書
の
写
し
に
準
ず
る
分
割
に
つ
い
て
証
す
る
書
面
と
す
る
。

８
　
平
成
二
十
七
年
分
と
し
て
交
付
す
べ
き
政
党
交
付
金
（
法
第
二
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
交
付
金
を
含
む
。
）
の
う
ち
四
月
に
交
付
す
る
分
の
交
付
の
請
求
に
係
る
請
求
書
の
提
出
に
つ
い
て
は
、
第
七
条
第
一
項
中
「
前
十

日
」
と
あ
る
の
は
、
「
前
五
日
」
と
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
七
年
一
二
月
二
〇
日
自
治
省
令
第
三
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
八
年
五
月
一
一
日
自
治
省
令
第
二
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
四
月
九
日
自
治
省
令
第
二
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
一
二
月
一
一
日
自
治
省
令
第
四
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
六
月
二
〇
日
自
治
省
令
第
三
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
九
月
一
四
日
自
治
省
令
第
四
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十
三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
一
二
月
二
七
日
総
務
省
令
第
一
二
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
五
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
三
月
二
四
日
総
務
省
令
第
四
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
三
月
二
四
日
総
務
省
令
第
四
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
三
月
二
三
日
総
務
省
令
第
四
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
三
月
七
日
総
務
省
令
第
二
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
一
二
月
二
一
日
総
務
省
令
第
一
六
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
三
月
二
八
日
総
務
省
令
第
三
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
一
二
月
二
二
日
総
務
省
令
第
一
四
八
号
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
九
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
規
定
は
、
郵
便
振
替
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
六
十
号
）
の
廃
止
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

第
二
条
　
前
条
た
だ
し
書
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
次
条
に
お
い
て
「
一
部
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に
提
出
さ
れ
る
政
党
助
成
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
七
条
第
一
項
の
報
告
書
若
し
く
は
法
第
十
八
条
第
一
項
の
支

部
報
告
書
又
は
法
第
二
十
八
条
第
一
項
の
報
告
書
若
し
く
は
法
第
二
十
九
条
第
一
項
の
支
部
報
告
書
に
併
せ
て
提
出
す
べ
き
書
面
で
あ
っ
て
同
日
前
の
支
出
に
係
る
部
分
を
含
む
も
の
に
係
る
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
政
党

助
成
法
施
行
規
則
（
次
条
に
お
い
て
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
振
込
み
の
明
細
書
」
と
あ
る
の
は
「
振
込
み
若
し
く
は
振
替
の
明
細
書
」
と
す
る
。

第
三
条
　
一
部
施
行
日
以
後
に
提
出
さ
れ
る
法
第
十
七
条
第
一
項
の
報
告
書
又
は
法
第
二
十
八
条
第
一
項
の
報
告
書
で
あ
っ
て
同
日
前
の
支
出
に
係
る
部
分
を
含
む
も
の
に
係
る
新
規
則
第
二
十
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
同
号
中
「
振
込
み
の
明
細
書
」
と
あ
る
の
は
「
振
込
み
又
は
振
替
の
明
細
書
」
と
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
三
月
七
日
総
務
省
令
第
二
二
号
）
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こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
四
月
九
日
総
務
省
令
第
四
一
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

４
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
政
党
助
成
法
施
行
規
則
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
は
、
施
行
日
の
属
す
る
年
以
後
の
年
に
係
る
政
党
助
成
法
第
十
七
条
第
一
項
の
報
告
書
及
び
同
法
第
十
八
条
第
一
項
の
支
部
報
告
書
並
び
に
施
行
日

以
後
に
同
法
第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
報
告
書
を
提
出
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
報
告
書
及
び
施
行
日
以
後
に
同
法
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
支
部
報
告
書
を
提
出
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
場

合
に
お
け
る
当
該
支
部
報
告
書
に
併
せ
て
提
出
す
べ
き
支
出
の
目
的
を
記
載
し
た
書
面
の
提
出
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
の
属
す
る
年
の
前
年
以
前
の
年
に
係
る
同
法
第
十
七
条
第
一
項
の
報
告
書
及
び
同
法
第
十
八
条
第
一
項
の

支
部
報
告
書
並
び
に
施
行
日
前
に
同
法
第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
報
告
書
を
提
出
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
報
告
書
及
び
施
行
日
前
に
同
法
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
支
部
報
告
書
を
提
出
す

べ
き
事
由
が
生
じ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
支
部
報
告
書
に
併
せ
て
提
出
す
べ
き
支
出
の
目
的
を
記
載
し
た
書
面
の
提
出
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

５
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
及
び
こ
の
附
則
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
こ
の
省
令
の
施
行
後
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
五
月
一
六
日
総
務
省
令
第
五
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
七
月
一
日
総
務
省
令
第
五
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
七
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
十
条
、
第
十
四
条
の
二
の
四
、
第
十
四
条
の
二
の
五
及
び
第
十
四
条
の
二
の
六
の
改
正
規
定
、
別
記
第
七
号
様
式
の
改
正
規
定
（
同
様
式
（
記
載
要
領
）
２
３
の
改
正
規
定
及
び
同
様
式
（
記
載
要
領
）
２
４
を
削
る
改
正
規

定
に
限
る
。
）
並
び
に
附
則
第
三
条
か
ら
第
五
条
ま
で
、
第
七
条
及
び
第
八
条
の
規
定
　
公
布
の
日

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
四
月
一
〇
日
総
務
省
令
第
四
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
九
月
一
六
日
総
務
省
令
第
七
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
第
一
項
に
お
い
て
「
番
号
利
用
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
一
条
第
四
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行

の
日
（
平
成
二
十
八
年
一
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
九
月
二
五
日
総
務
省
令
第
七
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
五
月
三
一
日
総
務
省
令
第
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
六
月
二
八
日
総
務
省
令
第
一
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
不
正
競
争
防
止
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
元
年
七
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
八
月
八
日
総
務
省
令
第
三
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
政
党
助
成
法
施
行
規
則
及
び
政
党
交
付
金
の
交
付
を
受
け
る
政
党
等
に
対
す
る
法
人
格
の
付
与
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
規
定
は
、
令
和
元
年
七
月
二
十

九
日
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
一
一
月
二
八
日
総
務
省
令
第
六
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
二
月
一
日
総
務
省
令
第
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
規
定
（
別
記
第
八
号
様
式
及
び
別
記
第
九
号
様
式
の
改
正
規
定
を
除
く
。
）
は
、
会
社
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る

法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
七
十
一
号
）
附
則
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
令
和
三
年
二
月
十
五
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
八
月
二
日
総
務
省
令
第
七
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
三
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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別
記
第
１
号
様
式
（
第
１
条
関
係
）

 

第１号様式（第１条関係） 

 

                         政 党 届     （政党の組織等に関する届出） 

                                                                  令和  年  月  日 

  総  務  大  臣  あて 

                                                 政 党 の 名 称                            

                                                 主たる事務所の所在地 

                                                 代 表 者 の 氏 名                          （印） 

  

   政党助成法   の規定により、下記のとおり届け出ます。 

 

                                             記 

 
名      称 

      （ふりがな）  

   

 
 （略   称） 

  

 主たる事務所の         （〒   ）  

 所在地                                      （電話           ）  

 

代 表 者         

  ふ  り  が  な 

（〒  ）  （住所） (生年月日) (選任年月日) 

 

  氏    名  

      

      

 会 計 責 任 者              

 
会 計 責 任 者 の         
職 務 代 行 者         

     

 
会 計 監 査 を         
行 う べ き 者         

     

  所 属 国 会 議 員                           別 紙 １ の と お り                 

 

得 票 総 数         

前 回 の 総 選 挙        

 小選挙区選挙                           票 
 

 
 比例代表選挙                           票 

 

前回の通常選挙 

 比例代表選挙                           票 
 

 選 挙 区 選 挙                                 票 
 

 

前々回の  〃 

 比例代表選挙                           票 
 

 選 挙 区 選 挙                                 票 
 

  □    有    

 支 部 の 有 無             支 部 の 数           

  □     無    

 支 部 の 名 称 、 主 た る 事 務 所 の 所 在 地                                    

 代 表 者 、 会 計 責 任 者 及び 会 計 責 任 者 の 職 務 代行 者 の 氏 名 ・ 住 所                                    別 紙 ２ の と お り           

 政 党 助 成 法 第 １ ４ 条 第 ２ 項 の 支 部 で あ る 旨                                    

 組 織 年 月 日 又 は 政 治 資金 規 正 法 に よ る 政 治 団体 と な っ た 年 月 日                                  令和    年    月    日  

 政 治 資 金 規 正 法 第 ６ 条 第 １ 項 、 第 ５ 項 に よ る 届 出 年 月 日                                  令和  年   月   日  

 政党助成法第５条第１項、第６条第１項による直近の届出年月日                                  令和  年   月   日  

 

第５条第１項 
第６条第１項 
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別紙１ 

 所属国会議員一覧 

 氏     名  住            所 衆・参の別       選 挙 区        選 挙 期 日        選 挙 時 の        

      所    属  

           □  

           □  

           □  

        

 

        

           □  

           □  

           □  

 

 

 

別紙２ 

 支 部 一 覧         

 支部の名称 
主たる事務所 

の 所 在 地       

代表者     
の氏名     

住     所 
会計責任 

者の氏名 
住     所 

職務代行 

者の氏名 
住     所 

法第14条第２項 

に規定する支部 
 

               □  

               □  

           

 

           

               □  

               □  

 

 

   （備考） 

  １  この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。 

   ２  「代表者の氏名」欄に押す印は、登記の申請書に押印すべき者（委任による代理人によって登記の申請をする場合には、  

政党等の代表者）が登記所に提出した印（提出予定のものを含む。）を使用すること。  

    ３   「□」内には、該当するものに「レ」を記入すること。 

    ４   「主たる事務所の所在地」欄には、例えば、「東京都千代田区○○町１丁目１番１号○○会館○号室」というように詳細  

   に記載すること。 

    ５  「所属国会議員」欄は別葉とし（別紙１）、当該政党に基準日（選挙基準日）現在で所属している者について記載するこ  

   と。なお、「選挙区」欄には、衆議院議員及び参議院選挙区選出議員にあっては選挙区名を、参議院比例代表選出議員にあ  

   っては「比例」とそれぞれ記載すること。 

    ６  支部の名称等の事項については別葉とし（別紙２）、主たる事務所の所在地の都道府県ごとにまとめて記載すること。  

    ７  この届出をする際には、法第５条第２項各号に規定する文書を併せて提出すること。 
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別
記
第
２
号
様
式
（
第
２
条
関
係
）

第２号様式（第２条関係） 

承 諾 書 及 び 宣 誓 書 
 
 

私は、令和  年  月  日（基準日・選挙基準日）現

在において（政党名）に所属する（衆・参）議院議員として

氏名その他の政党助成法第５条第１項第５号に掲げる事項

を記載されることについて、承諾します。 

また、（政党名）以外の政党に対しては、当該政党に 

所属している者として、氏名その他の同号に掲げる事項の 

記載をされることについての承諾を与えていないことを 

誓います。 
 
 

令和  年  月  日 

 

氏名 （署名） 

 

 政党の名称 

代表者の氏名     殿 
 
 
 
 
 
（備考） 
 １ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。 
 ２ 署名は必ず本人が自署すること。ただし、心身の故障その他の事由により署名することができないときは、記名

押印をもって自署に代えることができる。 
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別
記
第
３
号
様
式
（
第
３
条
関
係
）

第３号様式（第３条関係） 

                           届 出 事 項 の 異 動 届                

                                                              令和  年  月  日 

総 務 大 臣          あて 

                                              政 党 の 名 称                           

                                          主たる事務所の所在地 

                                              代 表 者 の 氏 名                       （印） 

 

 

 届出事項に異動があったので、政党助成法  の規定により、下記のとおり届 

け出ます。 

 

                                         記 

         異       動       内       容 異動年月日  

政党の名称       

ふりがな 

 新  
  （略  称） 

  ・  ・  

 旧   

主たる事務所

の 所  在  地 

 新 
（〒    ）（電話                         ） 

  ・  ・  

 旧  

 区     分 
ふ り が な       
氏    名    住      所 生年月日 

  選 任 

  年月日 
 

代 表 者       
 新  

(〒   ) 
  ・ ・ 

  ・  ・  

 旧  
 

 

会計責任者       
 新  

(〒   ) 
  ・ ・ 

  ・  ・  

 旧    

会計責任者の 

職 務 代 行 者 

 新  
(〒   ) 

  ・ ・ 
  ・  ・  

 旧    

会 計 監 査 を 

行 う べ き 者 

 新  
(〒   ) 

  ・ ・ 
  ・  ・  

 旧    

上 記 以 外       

の 事 項       
  ・ ・  

  （備考） 

    １ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。 

    ２ 「代表者の氏名」欄に押す印は、登記の申請書に押印すべき者（委任による代理人に 

よって登記の申請をする場合には、政党等の代表者）が登記所に提出した印（提出予定 

のものを含む。）を使用すること。 

    ３  「上記以外の事項」欄には、法第５条第１項又は法第６条第１項の規定による届出の 

   内容のうち、上記に掲げる事項以外のもの又は法第５条第２項（法第６条第２項の規定 

   により準用する場合を含む。）に規定する綱領、党則、規約、その他の文書の内容に異 

   動があった場合にその旨を記載し、関係書面を添付すること。 

第５条第３項 
第６条第２項 
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別
記
第
４
号
様
式
（
第
５
条
関
係
）

（第５条関係）第４号様式

政党交付金（特定交付金）交付決定（変更）通知書

政 党 （ 政 治 団 体 ） の 名 称

主 た る 事 務 所 の 所 在 地

政 党 交 付 金 ( 特 定 交 付 金 ) の 額 円

円
基 準 日 現 在 に お い て 算 定 さ れ た

政 党 助 成 法 第 ８ 条 第 １ 項 の 額

円
選挙基準日現在において算定された

政 党 助 成 法 第 ８ 条 第 １ 項 の 額

４月分 円

月分 円７

政党交付金(特定交付金)の内訳

10月分 円

12月分 円

令和 年の貴政党（貴政治団体）に対して交付すべき政党交付金（特定交付金）

の額を上記のとおり決定（変更）したので、政党助成法第１０条第３項（政党助成法

第２３条第８項及び第２７条第６項）の規定により通知します。

令和 年 月 日

政党（政治団体）の名称

代 表 者 の 氏 名 殿

総務大臣 （氏名） 印
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別
記
第
５
号
様
式
（
第
７
条
関
係
）

第５号様式（第７条関係） 

 

 

                   政党交付金（特定交付金）交付請求書 

 

 

    令和  年  月  日 
政党（政治団

体）の名称 
  

 主たる事務所 

の 所 在 地       
  

  総務大臣               あて 

 代 表 者 の       

氏    名 
                  （印）  

 

 政党助成法第１１条第２項（政党助成法第２７条第６項）の規定により、 

次のとおり政党交付金（特定交付金）の交付を請求します。 
 

                 月分                                      円  

    政   党   名 

    （ 政 治 団 体 名 ）          
  

   金 融 機 関 名            

   口 座 番 号          （普通・当座）  

    口   座   名 

（ふりがな）  

  

 

（備考） 

  １ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。 

  ２ 「代表者の氏名」欄に押す印は、登記の申請書に押印すべき者（委任による代理

人によって登記の申請をする場合には、政党等の代表者）が登記所に提出した印を

使用すること。 

  ３ 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第４

  条第１項の規定による法人である旨を証する登記事項証明書を添付すること。 
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別
記
第
６
号
様
式
（
第
８
条
関
係
）

第６号様式（第８条関係）

政党交付金（特定交付金）の交付額

１ 政党交付金（特定交付金）の総額 円

２ 各政党（政治団体）に対して交付した政党交付金（特定 円

交付金）の額

(1) 政党名（政治団体名）

交付した月日 ４月 日 円

７月 日 円

１０月 日 円

１２月 日 円

小 計 円

交付決定額 （ 円）

(2) 政党名（政治団体名）

交付した月日 ４月 日 円

７月 日 円

１０月 日 円

１２月 日 円

小 計 円

交付決定額 （ 円）

・
・
・
・

合 計 円
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別
記
第
７
号
様
式
（
第
９
条
関
係
）

第７号様式（第９条関係）

１ 政党交付金（支部政党交付金）収入簿

交 付 を し た 者 金 額 年月日

収 入 の 総 額

２ 政党交付金（支部政党交付金）による支出簿

支出の目的

金 額 政党交付金 政 党 基 金 年月日 支出を受けた者 支出を受けた者の住所
項 目 摘 要 （支部政党交付金） （支部基金） の氏名

充 当 額 充 当 額

１ 支部政党交付金 １ 何々
２ 何々

・・・総 計

２ 経常経費
(1) 人件費 １ 何々

２ 何々
・・・

合 計
(2) 光熱水費

１ 何々
２ 何々

・・・合 計
(3) 備品・消耗品費

１ 何々
２ 何々

・・・合 計
(4) 事務所費

１ 何々
２ 何々

・・・合 計

総 計

３ 政治活動費
(1) 組織活動費

１ 何々
２ 何々

・・・合 計
(2) 選挙関係費

１ 何々
２ 何々

・・・合 計

(3) 機関紙誌の発行その他の
事業費
ア 機関紙誌の発行事業費

１ 何々
２ 何々

・・・小 計
イ 宣伝事業費

１ 何々
２ 何々

・・・小 計
ウ 政治資金パーティー開

催事業費
１ 何々
２ 何々

・・・小 計
エ その他の事業費

１ 何々
２ 何々

・・・小 計

合 計

(4) 調査研究費
１ 何々
２ 何々

・・・
合 計

(5) 寄 附 金
１ 何々
２ 何々

・・・
合 計

(6) その他の経費
１ 何々
２ 何々

・・・

合 計

総 計

支 出 の 総 額
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３ 政党基金（支部基金）簿

政 党 基 金 （ 支 部 基 金 ） の 名 称

前 年 末 の 残 高 ① 目 的

積 立 て 取 崩 し

年 月 日 金 額 年 月 日 金 額

小 計 ②

果 実

年 月 日 金 額

小 計 ③

合 計（②＋③） ④ 合 計 ⑤

本年末の残高（①＋④－⑤） ⑥

増 減 額 ⑥－①
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（記載要領）

１ 政党交付金（支部政党交付金）収入簿

(1) 収入簿には、政党交付金（支部政党交付金）のすべての収入について、その交付をした者の名称、金額及び年月日を記載するこ

と。

(2) 収入簿は、毎年12月31日（解散等の場合には、その日）現在で締め切り、会計責任者において署名押印すること。

(3) 上記に掲げる事項以外の事項で、会計責任者において必要と認めるものは適宜記載することができるものであること。

２ 政党交付金（支部政党交付金）による支出簿

(1) 支出簿には、この様式の定める区分に従い、すべての支出を記載すること。なお、適宜、分冊して作成し、又は、補助簿、日計

表の類を使用してもさしつかえないこと。

(2) 支出とは、法第14条第１項（第３項）に規定する政党交付金（支部政党交付金）による支出をいう。

(3) すべての支出は、支部政党交付金、経常経費及び政治活動費に分類し、さらに経常経費にあっては、人件費、光熱水費、備品・

消耗品費及び事務所費に分類し、政治活動費にあっては、組織活動費、選挙関係費、機関紙誌の発行その他の事業費、調査研究費、

寄附金及びその他の経費に分類して記載すること。

(4) すべての支出は、支出額の内訳を「金額」欄中、政党交付金（支部政党交付金）を充てるものにあっては、「政党交付金（支部

政党交付金）充当額」欄に、政党基金（支部基金）を取り崩して充てるものにあっては、「政党基金（支部基金）充当額」欄にそ

れぞれ記載することとし、その合計額は、「金額」欄の額と一致するものであること。

(5) すべての支出は、支出を受けた者の氏名（団体にあっては、その名称）を「支出を受けた者の氏名」欄に「甲野太郎」（団体に

あっては、「乙製本株式会社（丙支店）」）というように記載し、支出を受けた者の住所（団体にあっては、その主たる事務所の

所在地）を「支出を受けた者の住所」欄に「東京都千代田区○○町１丁目１番１号」というように記載すること。

(6) 支部政党交付金については、法第14条第２項に規定する支部政党交付金の支給について記載するものとし、支給の目的、金額と

その内訳、支給年月日、支給を受けた支部名及び主たる事務所の所在地を記載すること。

(7) 経常経費に係る支出は、次の分類基準により、当該項目ごとに、支出を受けた者の氏名及び住所（団体にあっては、その名称及

び主たる事務所の所在地）並びにその支出の目的、金額とその内訳及び年月日を記載すること。

ア 人件費 政党の職員（機関紙誌の発行その他の事業に従事する者を除く。）に支払われる給料、報酬、扶養手当・通

勤手当・住居手当その他の諸手当の類及び健康保険料その他の各種保険料の類をいう。

イ 光熱水費 電気、ガス、水道の使用料及びこれらの計器使用料等をいう。

ウ 備品・消耗品費 机、椅子、ロッカー、複写機、自動車（事務所用に限る。）等の備品の類及び事務用用紙、封筒、鉛筆、イ

ンク、事務服、新聞、雑誌、ガソリン等の消耗品の類の購入費をいう。

エ 事務所費 事務所の借料損料（地代、家賃）、公租公課、火災保険料等の各種保険料、電話使用料、切手購入費、修繕

料その他これらに類する経費で事務所の維持に通常必要とされるものをいう。

(8) 政治活動費に係る支出は、次の分類基準により、当該項目ごとに、支出を受けた者の氏名及び住所（団体にあっては、その名称

及び主たる事務所の所在地）並びにその支出の目的、金額とその内訳及び年月日を記載すること。

ア 組織活動費 当該政党の組織活動に要する経費（選挙に関するものを除く。）で、例えば、大会費、行事費、組織対策

費、渉外費、交際費の類をいう。

イ 選挙関係費 選挙に関して支出される経費で、例えば、公認推薦料、陣中見舞その他選挙に関して行われる政治活動に要

する経費の類をいう。

ウ 機関紙誌の発行

その他の事業費

(ｱ) 機関紙誌の発 機関紙誌の発行に従事する者に支払われる給与、材料費、印刷費、荷造発送費、原稿料その他機関紙誌の発

行事業費 行に要する経費をいう。

(ｲ) 宣伝事業費 機関紙誌の発行以外の政策の普及宣伝に要する経費（選挙に関するものを除く。）で、例えば、遊説費、新

聞・ラジオ・テレビの広告料、ポスター・ビラ・パンフレットの作成費、宣伝用自動車の購入・維持費の類

をいう。

(ｳ) 政治資金パー 政治資金パーティーの開催に要する経費で、例えば、会場借上費、講演諸経費の類をいう。

ティー開催事

業費

17



(ｴ) その他の事業 上記の(ｱ)、(ｲ)及び(ｳ)以外の諸事業に要する経費をいう。

費

エ 調査研究費 政治活動のために行う調査研究に要する経費で、例えば、研修会費、資料費、書籍購入費、翻訳代の類をい

う。

オ 寄 附 金 政治活動に関する寄附、賛助金、負担金の類をいう。

カ その他の経費 その他上記以外の政治活動に要する経費をいう。

(9) 支出簿は、毎年12月31日（解散等の場合には、その日）現在で締め切り、会計責任者において署名押印すること。

(10)上記に掲げる事項以外の事項で会計責任者において必要と認めるものは、適宜、記載することができるものであること。

３ 政党基金（支部基金）簿

(1) 政党基金（支部基金）簿には、この様式に定める区分に従い、その名称、目的、金額及び年月日を記載すること。なお、適宜、

分冊して作成し、又は補助簿、日計表の類を使用してもさしつかえないこと。

(2) 「政党基金（支部基金）の名称」欄には、当該基金の名称を、例えば、「選挙対策基金」というように記載し、「目的」欄には、

基金の目的について、具体的に記載すること。基金が複数のときは、別葉とすること。
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（ そ の ７ ）  
 
                           宣    誓    書  
 

 

   添付書類（別添のとおり）  

 

     １  領収書等及び残高証明等の写し等  

 

     ２   監査意見書  

 

     ３   監査報告書（本部に限る。）  

 

     ４   提出を受けた支部報告書（宣誓書を含む。）及び監査意見書  

 

     ５  総括文書（政党助成法第 17条第２項第３号及び第４号）（本部に限る。）又は支部総括文書（同法第 18条第２項第４号）  

    （支部に限る。）  

 

    この報告書は、政党助成法に従って作成したものであって、真実に相違ありません。  

 

                                                            令和   年   月   日  
 
                                   政党（支部）の名称  

                                   会 計 責 任 者 の 氏 名                                       

（ 備 考 ）  
会 計 責 任 者 本 人 が 提 出 す る 場 合 に あ っ て は 本 人 確 認 書 類 の 提 示 又 は 提 出 を 、 そ の 代 理 人 が 提 出 す る 場 合 に あ っ て は  

当 該 代 理 人 の 権 限 を 証 す る 書 面 及 び 本 人 確 認 書 類 の 提 示 又 は 提 出 を 行 う こ と 。 た だ し 、 会 計 責 任 者 本 人 の 署 名 そ の 他  
の 措 置 を 講 ず る 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。  
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別
記
第
９
号
様
式
（
第
１
４
条
関
係
）

第９号様式（第１４条関係）

領収書等を徴し難かった支出の明細書

支出の目的 領収書等を
金 額 年月日 徴し難かった

項 目 摘 要 事情

百万 千 円
何 々

１ 何 々

２ 何 々

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…

政 党 の 名 称

会計責任者の氏名

（備考）
１ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。
２ 会計責任者本人が提出する場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を、その代理人が提出する場合にあっては当該代理人の
権限を証する書面及び本人確認書類の提示又は提出を行うこと。ただし、会計責任者本人の署名その他の措置を講ずる場合は、こ
の限りでない。

３ 「支出の項目」欄には、使途等報告書記載要領６の例により分類して記載すること。
４ 「摘要」欄には、例えば、「電車賃」というように具体的に記載すること。
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別
記
第
９
号
様
式
の
２
（
第
１
４
条
関
係
）

（第１４条関係）第９号様式の２

振込明細書に係る支出目的書

支 出 の 目 的

項 目 摘 要

何 々 何 々

政 党 の 名 称

（備考）

１ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。

２ 「支出の項目」欄には、使途等報告書記載要領６の例により分類して記載すること。

３ 「摘要」欄には、例えば、「会場借上費」というように具体的に記載すること。

４ 支出の目的ごとに別葉とすること。

５ 支出の目的に対応する振込明細書の写しと併せて提出すること。
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別
記
第
１
０
号
様
式
（
第
１
５
条
関
係
）

第１０号様式（第１５条関係） 

総 括 文 書 （ 支 部 分 ）
政党の名称

（その１）支部政党交付金による支出の内訳書 （単位：円）

合 計
項 目

支部名

支 出
人 件 費 交付金

経 基 金
支 出

光 熱 水 費 交付金
常 基 金

支 出
備品・消耗品費 交付金

経 基 金
支 出

事 務 所 費 交付金
費 基 金

支 出
計 交付金

① 基 金
支 出

組織活動費 交付金
基 金
支 出

選挙関係費 交付金
基 金

政 支 出機関紙誌の発行
交付金
基 金その他の事業費

支 出機関紙誌の
交付金

治 基 金発行事業費

支 出
宣伝事業費 交付金

基 金
支 出政 治 資 金

活 パーティー 交付金
基 金開催事業費
支 出

その他の事業費 交付金
基 金

動 支 出
調査研究費 交付金

基 金
支 出

寄 附 金 交付金
費 基 金

支 出
その他の経費 交付金

基 金
支 出

計 交付金
② 基 金

支 出
小 計 交付金

①＋② ③ 基 金
支 出

支部政党交付金 交付金
④ 基 金

支 出
合 計 交付金

③＋④ 基 金
（備考）

１ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。

２ この表は、本部に対して直接支部報告書を提出した支部ごとに、当該支部の支部政党交付金による支出について記載すること。

３ ２に掲げる支部が、その支部報告書と併せて支部総括文書を提出した場合には、当該支部から他の支部へ支給された支部政党

交付金に係る支部政党交付金による支出の合計を加えた額により記載すること。この場合、「支部名」欄には、「甲支部等」と

いうように記載すること。

４ 「支出」欄には支部政党交付金による支出の額を、「交付金」欄にはこれに充てた支部政党交付金の額を、「基金」欄にはこ

れに充てた支部基金の取崩しの額を記載すること。
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（その２）支部基金の内訳書

政党の名称 （単位：円）

令和 年12月31日 令和 年 月 日
支 部 名 ( 前 年 末 ) 現 在 積 立 て 果 実 取 崩 し (本年末等)現在 増 減 額

支 部 基 金 残 高 支 部 基 金 残 高
① ② ③ ④ (①+②+③-④)⑤ ⑤－①

計

（備考）

１ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。

２ この表は、本部に対して直接支部報告書を提出した支部ごとに、当該支部の支部基金について記載すること。

３ ２に掲げる支部が、その支部報告書と併せて支部総括文書を提出した場合には、当該支部から他の支部へ支給された支部政党交付金に係る支部基金の合計を加えた額により記載すること。この場合、

「支部名」欄には、「甲支部等」というように記載すること。
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（その３）総括表

政党の名称 （単位：円）

支 部 名 支部報告書 基金前年残高 収 入 支 出 支部基金残高 (①+②)-(③+④)
提出支部名 (果実を含む) うち本年中の果実

① ② ③ ④

計

（備考）

１ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。

２ この表は、すべての支部について、本部に対して直接支部報告書を提出した支部ごとに、当該すべての支部の収支の総括についてまとめて記載し、提出すること。この場合、「支部名」欄には、当該支

部報告書を提出した支部の名称を記載し、「支部報告書提出支部名」欄には、当該支部又は当該支部報告書に添付された支部総括文書に記載された支部の名称を記載すること。
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別
記
第
１
１
号
様
式
（
第
１
５
条
関
係
）

第１１号様式（第１５条関係） 

総 括 文 書 （ 本 部 及 び 支 部 分 ）
政党の名称

（その１）政党交付金による支出・支部政党交付金による支出の内訳書 （単位：円）

合 計
項 目

区 分
本 部 支 部 計

支 出
人 件 費 交付金

経 基 金
支 出

光 熱 水 費 交付金
常 基 金

支 出
備品・消耗品費 交付金

経 基 金
支 出

事 務 所 費 交付金
費 基 金

支 出
計 交付金

① 基 金
支 出

組織活動費 交付金
基 金
支 出

選挙関係費 交付金
基 金
支 出政 機関紙誌の発行
交付金
基 金

その他の事業費

支 出機関紙誌の
交付金

治 基 金発行事業費

支 出
宣伝事業費 交付金

基 金
支 出政 治 資 金

活 パーティー 交付金
基 金開催事業費
支 出

その他の事業費 交付金
基 金

動 支 出
調査研究費 交付金

基 金
支 出

寄 附 金 交付金
費 基 金

支 出
その他の経費 交付金

基 金
支 出

計 交付金
② 基 金

支 出
小 計 交付金

①＋② ③ 基 金
支 出

支部政党交付金 交付金
④ 基 金

支 出
合 計 交付金

③＋④ 基 金
（備考）

１ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。

２ この表は、本部のした政党交付金による支出及び支部のした支部政党交付金による支出の合計並びにこれらの合計について、

それぞれ記載すること。

３ 「支出」欄には政党交付金による支出及び支部政党交付金による支出の額を、「交付金」欄にはこれに充てた政党交付金及び

支部政党交付金の額を、「基金」欄にはこれに充てた政党基金及び支部基金の取崩しの額を記載すること。
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（その２）政党基金・支部基金の内訳書

政党の名称 （単位：円）

令和 年12月31日 令和 年 月 日
区 分 (前年末)現在政党 積 立 て 果 実 取 崩 し (本年末等)現在政党 増 減 額

基金(支部基金)残高 基金(支部基金)残高
① ② ③ ④ (①+②+③-④)⑤ ⑤－①

本 部

支 部 計

合 計

（備考）

１ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。

２ この表は、本部の政党基金及び支部の支部基金の合計並びにこれらの合計について、それぞれ記載すること。

（その３）総 括 表

政党の名称 （単位：円）

政 党 基 金
区 分 基金前年残高 収 入 支 出 (支部基金)残高 (①+②)-(③+④)

(果実を含む) うち本年中の果実
① ② ③ ④

本 部

支 部 計

合 計

（備考）

１ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。

２ この表は、本部及び支部の収支の総括について、まとめて記載し提出すること。
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第１２号様式（第１７条関係） 

支 部 総 括 文 書
支部の名称

（その１）支部政党交付金による支出の内訳書 （単位：円）

計 支部
項 目

支部名

支 出
人 件 費 交付金

経 基 金
支 出

光 熱 水 費 交付金
常 基 金

支 出
備品・消耗品費 交付金

経 基 金
支 出

事 務 所 費 交付金
費 基 金

支 出
計 交付金

① 基 金
支 出

組織活動費 交付金
基 金
支 出

選挙関係費 交付金
基 金

政 支 出機関紙誌の発行
交付金
基 金その他の事業費

支 出機関紙誌の
交付金

治 基 金発行事業費

支 出
宣伝事業費 交付金

基 金
支 出政 治 資 金

活 パーティー 交付金
基 金開催事業費
支 出

その他の事業費 交付金
基 金

動 支 出
調査研究費 交付金

基 金
支 出

寄 附 金 交付金
費 基 金

支 出
その他の経費 交付金

基 金
支 出

計 交付金
② 基 金

支 出
小 計 交付金

①＋② ③ 基 金
支 出

支部政党交付金 交付金
④ 基 金

支 出
合 計 交付金

③＋④ 基 金
（備考）

１ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。
２ この表は、この表を作成する支部に対して直接支部報告書を提出した支部ごとに、当該支部の支部報告書を提出した支部の支

部政党交付金による支出について記載すること。
３ ２に掲げる支部報告書を提出した支部が、これと併せて支部総括文書を提出した場合には、当該支部から他の支部へ支給され

た支部政党交付金に係る支部政党交付金による支出の合計を加えた額により記載すること。この場合、「支部名」欄には、「甲
支部等」というように記載すること。

４ 「支出」欄には支部政党交付金による支出の額を、「交付金」欄にはこれに充てた支部政党交付金の額を、「基金」欄にはこ
れに充てた支部基金の取崩しの額を記載すること。

５ 「計 支部」欄には、「支部名」欄に記載した支部の数を記載すること。
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（その２）支部基金の内訳書

支部の名称 （単位：円）

令和 年12月31日 令和 年 月 日
支 部 名 ( 前 年 末 ) 現 在 積 立 て 果 実 取 崩 し (本年末等)現在 増 減 額

支 部 基 金 残 高 支 部 基 金 残 高
① ② ③ ④ (①+②+③-④)⑤ ⑤－①

計

（備考）

１ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。

２ この表は、この表を作成する支部に対して直接支部報告書を提出した支部ごとに、当該支部の支部基金について記載すること。

３ ２に掲げる支部報告書を提出した支部がこれと併せて支部総括文書を提出した場合には、当該支部から他の支部へ支給された支部政党交付金に係る支部基金の合計を加えた額により記載すること。

この場合、「支部名」欄には、「甲支部等」というように記載すること。
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（その３）総括表

支部の名称 （単位：円）

支 部 名 支部報告書 基金前年残高 収 入 支 出 支部基金残高 (①+②)-(③+④)
提出支部名 (果実を含む) うち本年中の果実

① ② ③ ④

計

（備考）

１ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。

２ この表は、この表を作成する支部に対して直接又は間接に支部報告書を提出したすべての支部について、この表を作成する支部に対して直接支部報告書を提出した支部ごとに、当該すべての支部の収支

の総括についてまとめて記載し、提出すること。この場合、「支部名」欄には、当該支部報告書を提出した支部の名称を記載し、「支部報告書提出支部名」欄には、当該支部又は当該支部報告書に添付さ

れた支部総括文書に記載された支部の名称を記載すること。
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別
記
第
１
３
号
様
式
（
第
１
８
条
関
係
）

第１３号様式（第１８条関係）  

 

監 査 意 見 書 

 

                                                     令和  年  月  日 

 

 党則（規約等）第  条に基づく監査の結果について、下記のとおり報告します。 

 

記 

 

 １ 実施した監査の概要 

 

 

  ２  監査の対象となった会計帳簿、領収書等及び残高証明等についての意見 

 

 

  ３ その他の監査上の特記事項 

 

 

 

                                       政党（支部）の名称 

                                       監査した者の職・氏名           

 
（備考） 
 １ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。 
 ２ 「監査した者の職・氏名」欄は、記名押印又は署名とし、署名は必ず監査した者本人が自署すること。 
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別
記
第
１
４
号
様
式
（
第
２
３
条
関
係
）

第１４号様式（第２３条関係） 

 

                        解 散 等 届             

 

                                                  令和  年  月  日 

 

  総 務 大 臣                 あて 

 

                                政党（政治団体）の名称                        

 

                主たる事務所の所在地                              

 

                                代表者であった者の氏名               ㊞ 

 

  令和  年  月  日に解散した（目的の変更その他により政治団体でなくな

った）（政党助成法第２条第１項各号のいずれにも該当しない政治団体となった）

ので、政党助成法第２１条第１項（政党助成法第２７条第６項）の規定により届け

出ます。 

 

 

  （基因となった事実） 

 

 

 

 

（備考） 

  １ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。 

  ２ 「代表者であった者の氏名」欄に押す印は、登記の申請書に押印すべき者（委

任による代理人によって登記の申請をする場合には、政党等の代表者）が登記

所に提出した印（提出予定であったものを含む。）を使用すること。 

  ３ 合併、分割により解散する場合には、「基因となった事実」欄にその旨を併

せて記載すること。 
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別
記
第
１
５
号
様
式
（
第
２
４
条
関
係
）

第１５号様式（第２４条関係） 

                           （存続政党）（新設政党）（分割政党）届 

                                                                  令和  年  月  日 

  総 務 大 臣          あて 

                                                 政 党 の 名 称                            

                                                 主たる事務所の所在地 

                                                 代 表 者 の 氏 名                           ㊞ 

   政党助成法第２３条第１項（第３項）の規定により交付を受けるべき政党交付金の交付を受けた 

 いので、同条第４項の規定により、下記のとおり届け出ます。 

                                               記 

 名      称 
      （ふりがな）  

  

  （略   称）   

 
主たる事務所の         

所 在 地         

（〒   ）  

                                     （電話           ）  

 
代 表 者         

  ふ り が な       

 氏    名 
（〒  ）  （住所） (生年月日) (選任年月日)  

      

 会 計 責 任 者              

 
会 計 責 任 者 の         

職 務 代 行 者         
     

 
会 計 監 査 を         

行 う べ き 者         
     

  所属国会議員                           別 紙 １ の と お り                 

 政党助成法第２３条第３項に規定する所属議員数（分割政党）   

 各 分 割 政 党 の 所 属 議 員 数 の 合 計                                

 支 部 の 有 無         
□     有 

□     無 
   支 部 の 数           

 

支 部 の 名 称 、 主 た る 事 務 所 の 所 在 地                                  

代表者、会計責任者及び会計責任者の職務代行者の氏名・住所                                  

政 党 助 成 法 第 １ ４ 条 第 ２ 項 の 支 部 で あ る 旨                                  

  別 紙 ２ の と お り           

 組 織 年 月 日 又 は 政 治 団 体 と な っ た 日                                  令和  年   月   日  

 政 治 資 金 規 正 法 第 ６ 条 第 １ 項 、 第 ５ 項 に よ る 届 出 年 月 日                                  令和  年   月   日  

 
政 党 助 成 法 第 ５ 条 第 １ 項 、 第 ６ 条 第 １ 項 又 は                                  

第 ２ ３ 条 第 ４ 項 に よ る 直 近 の 届 出 年 月 日                                  
令和  年   月   日  

 

合 併 解 散 政 党         

 

 

 

 

（分割解散政党） 

名          称     

政党助成法によ 

る直近の届出        

年 月 日        

    

解 散 年 月 日            

政 党 助 成 法        

第21条第1項に        

よる届出年月日 

    

その年分として 

交付されるべき 

政党交付金の額 

              円               円               円  

未交付金の額                      円               円               円  
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別紙１ 
 所属国会議員一覧 

 氏     名  住            所 衆・参の別       選 挙 区        選 挙 期 日        
選 挙 時 の       
所    属 

 

           □  

           □  

           □  

        

 

        

           □  

           □  

           □  

 

 

 
別紙２ 
 支 部 一 覧         

 支部の名称 
主たる事務所 

の 所 在 地       
代表者     
の氏名     

住     所 
会計責任 

者の氏名 
住     所 

職務代行 

者の氏名 
住     所 

法第14条第２項 

に規定する支部 
 

               □  

               □  

           

 

           

               □  

               □  

 

 
   （備考） 
  １  この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。 
   ２  「代表者の氏名」欄に押す印は、登記の申請書に押印すべき者（委任による代理人によって登記の申請をする場合に  

は、政党等の代表者）が登記所に提出した印（提出予定のものを含む。）を使用すること。  

    ３  「所属国会議員」欄は別葉とし（別紙１）、当該政党に基準日（選挙基準日）現在で所属している者について記載す  

ること。なお、「選挙区」欄には、衆議院議員及び参議院選挙区選出議員にあっては選挙区名を、参議院比例代表選出  

議員にあっては「比例」とそれぞれ記載すること。 
    ４  支部の名称等の事項については別葉とし（別紙２）、主たる事務所の所在地の都道府県ごとにまとめて記載すること。  
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別
記
第
１
６
号
様
式
（
第
２
５
条
関
係
）

第１６号様式（第２５条関係） 

合  併  に  関  す  る  届 

                                                                                                      令和 年 月 日 

                                                                                     政 党 の 名 称                   

                                                                                      主たる事務所の所在地 

                                                                                      代 表 者 の 氏 名                        ㊞ 

    政党助成法第２４条第１項（政党助成法施行令第５条第２項）の規定により、下記のとおり届け出ます。 

 

                                                                      記 

 

 政 党 の 名 称             

政党助成 

法による 

直近の届 

出年月日 

政党助成 

法による 

解散届出 

年 月 日     

   前 回 の 総 選 挙             前 回 の 通 常 選 挙             前々回の通常選挙          
 

小選挙区選挙 比例代表選挙 比例代表選挙 選 挙 区 選 挙       比例代表選挙 選 挙 区 選 挙       
 

 

(存続政党、合併解散政党) 

 

  令和 年 月 日 解散 

  

 

 

          票 

 

 

          票 

 

 

          票 

 

 

          票 

 

 

          票 

 

 

         票 

 

 

（ 合 併 解 散 政 党 ）             
 

  令和 年 月 日 解散 

  

 

 

          票 

 

 

          票 

 

 

          票 

 

 

          票 

 

 

          票 

 

 

          票 

 

 

（ 合 併 解 散 政 党 ）             
 

  令和 年 月 日 解散 

  

 

 

          票 

 

 

          票 

 

 

          票 

 

 

          票 

 

 

          票 

 

 

          票 

 

           

         計          

  存 続 政 党 又 は 新 設 政 党 の 名 称                     設 立 年 月 日 （ 新 設 政 党 ）              令和  年  月  日  

 （備考）                                                                                                         

  １ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。                                                       

   ２ 「代表者の氏名」欄に押す印は、登記の申請書に押印すべき者（委任による代理人によって登記の申請をする場合には、政党等の代表者） 

が登記所に提出した印（提出予定のものを含む。）を使用すること。 

  ３ この様式は、１合併につき１枚とすること。                                                                    
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別
記
第
１
７
号
様
式
（
第
２
６
条
関
係
）

第１７号様式（第２６条関係） 

 

 

                         分 割 に 関 す る 届                

 

                                                          令和  年  月  日 

 

                                      政 党 の 名 称                     

                   主たる事務所の所在地 

                                      代 表 者 の 氏 名                              （印） 

 

 政党助成法第２５条第１項（政党助成法施行令第５条第２項）の規定により、下記のとおり届

け出ます。 

 

                                       記 

 

分 割 解 散 政 党 の 名 称                   

政党助成法による          
直近の届出年月日          

令和  年   月   日 
解 散 

年月日 

令和  年  月   日 

(届出  令和 年 月  日) 
 

得 

 

票 

 

総 

 

数 

前 回 の 総 選 挙         

小選挙区選挙                           票 
 

比例代表選挙                              票 
 

前回の通常選挙         

比例代表選挙                              票 
 

選 挙 区 選 挙                                    票 
 

前々回の通常選挙 

比例代表選挙                              票 
 

選 挙 区 選 挙                                    票 
 

分割政党の名称  設立年月日 令和  年  月  日  

分 割 政 党 の 所 属 議 員 数                          

各 分 割 政 党 の 所 属 議 員 数 の 合 計                          

分 割 政 党 の 選 挙 時 所 属 議 員 数                          

各 分 割 政 党 の 選 挙 時 所 属 議 員 数 の 合 計                          

  （備考） 

    １ この用紙は、日本産業規格Ａ列４番とすること。 

   ２ 「代表者の氏名」欄に押す印は、登記の申請書に押印すべき者（委任による代理人に 

よって登記の申請をする場合には、政党等の代表者）が登記所に提出した印（提出予定 

のものを含む。）を使用すること。 

    ３  「所属議員数」とは、法第２３条第３項に定める所属議員数とする。 

    ４  「選挙時所属議員数」とは、法第２５条第１項に定める選挙時所属議員数とする。 
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別
記
第
１
８
号
様
式
（
第
２
９
条
関
係
）

 

 

第１８号様式（第２９条関係） 

 

                                 特 定 交 付 金 に 係 る 届              

                                                                  令和  年  月  日 

   総 務 大 臣          あて 

                                                   政 治 団 体 の 名 称                            

                                                   主たる事務所の所在地 

                                                   代 表 者 の 氏 名                          （印） 

 

   政党助成法第２７条第１項の規定による特定交付金の交付を受けたいので、同条第２項の規定によ 

り、下記のとおり届け出ます。 

                                             記 

 名      称 
      （ふりがな）  

  

 （略    称）   

 
主たる事務所の         

所在地 

（〒   ）  

                                     （電話                    ）  

 代 表 者         

 ふ り が な
       

 氏    名 
（〒  ）  （住所） (生年月日) (選任年月日)  

     

 会 計 責 任 者              

 
会 計 責 任 者 の 

職 務 代 行 者 
     

 
会 計 監 査 を 

行 う べ き 者 
     

 支 部 の 有 無         
□     有 

□     無 
   支 部 の 数           

 

支 部 の 名 称 、 主 た る 事 務 所 の 所 在 地                                  

代表者、会計責任者、会計責任者の職務代行者の氏名・住所                                  

政 党 助 成 法 第 1 4 条 第 ２ 項 の 支 部 で あ っ た 旨                                  

  別 紙 の と お り           

 組織年月日又は政治資金規正法による政治団体となった年月日                                  令和  年  月  日  

 政 治 資 金 規 正 法 第 ６ 条 第 １ 項 、 第 ５ 項 に よ る 届 出 年 月 日                                  令和  年   月   日  

 政党助成法第５条第１項、第６条第１項による直近の届出年月日                                  令和  年   月   日  

 政党助成法第２条第１項各号のいずれにも該当しない政治団体となった年月日 令和  年  月  日  

 
政党助成法第２７条第１項の規定に                   

より交付されるべき特定交付金の額                   
                                                円  
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 別紙 

    支 部 一 覧          

 支部の名称 主たる事務所 代表者の      住    所 会計責任 住    所 職務代行 住    所 法第14条第２項  

  の所在地 氏   名  者の氏名  者の氏名  に規定する支部  

           

               □  

               □  

               □  

               □  

               □  

           

 

           

               □  

               □  

               □  

   （備考） 

   １  この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。 

    ２ 「代表者の氏名」欄に押す印は、登記の申請書に押印すべき者（委任による代理人によって登記の申請をする場合には、政党等の 

代表者）が登記所に提出した印（提出予定のものを含む。）を使用すること。 

     ３ 支部の名称等の事項については別葉とし（別紙）、主たる事務所の所在地の都道府県ごとにまとめて記載すること。 
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別
記
第
１
９
号
様
式
（
第
３
６
条
関
係
）

第１９号様式（第３６条関係）

（その１）

政党交付金に係る報告書の要旨（本部分）

政党の名称

報告年月日

１ 政党交付金・政党交付金による支出・政党基金の総額

(1) 政党交付金総額 円

(2) 前年末政党基金残高 円

(3) 政党交付金による支出総額 円

ア 政党交付金支出充当額総額 円

イ 政党基金支出充当額総額 円

(4) 政党基金積立総額（果実を含む。） 円

(5) 本年末等政党基金残高 円

２ 政党交付金の内訳

（交付をした者） （交付年月日） （交付金額）

何 々

… …

円… … …

合 計 円

３ 政党交付金による支出の内訳

(1) 支部政党交付金 円

(2) 経常経費 円

ア 人件費 円

イ 光熱水費 円

ウ 備品・消耗品費 円

エ 事務所費 円

(3) 政治活動費 円

ア 組織活動費 円

イ 選挙関係費 円

ウ 機関紙誌の発行その他の事業費 円

(ｱ) 機関紙誌の発行事業費 円

(ｲ) 宣伝事業費 円

(ｳ) 政治資金パーティー開催事業費 円

(ｴ) その他の事業費 円

エ 調査研究費 円

オ 寄附金 円

カ その他の経費 円

合 計 円
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〔支出項目別金額の内訳〕

支出の目的 金 額 氏 名 住 所

団体にあって 団体にあっては主た

はその名称 る事務所の所在地

何 々 円…
…

その他 円

合 計 円

４ 支部政党交付金の内訳

支給の目的 金 額 支部の名称

何 々 円…

合 計 円

５ 政党基金の内訳

基金の名称及び目的

前年末残高 円

積 立 額 円

取崩し額 円

果実収入額 円

本年末等残高 円
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（その２）

支部政党交付金に係る報告書の要旨（各支部分）

政党の支部の名称

報告年月日

１ 支部政党交付金・支部政党交付金による支出・支部基金の総額

(1) 支部政党交付金総額 円

(2) 前年末支部基金残高 円

(3) 支部政党交付金による支出総額 円

ア 支部政党交付金支出充当額総額 円

イ 支部基金支出充当額総額 円

(4) 支部基金積立総額（果実を含む。） 円

(5) 本年末等支部基金残高 円

２ 支部政党交付金の内訳

（交付をした者） （交付年月日） （交付金額）

何 々

… …

円… … …

合 計 円

３ 支部政党交付金による支出の内訳

(1) 支部政党交付金 円

(2) 経常経費 円

ア 人件費 円

イ 光熱水費 円

ウ 備品・消耗品費 円

エ 事務所費 円

(3) 政治活動費 円

ア 組織活動費 円

イ 選挙関係費 円

ウ 機関紙誌の発行その他の事業費 円

(ｱ) 機関紙誌の発行事業費 円

(ｲ) 宣伝事業費 円

(ｳ) 政治資金パーティー開催事業費 円

(ｴ) その他の事業費 円

エ 調査研究費 円

オ 寄附金 円

カ その他の経費 円

合 計 円
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〔支出項目別金額の内訳〕

支出の目的 金 額 氏 名 住 所

団体にあって 団体にあっては主た

はその名称 る事務所の所在地

何 々 円…
…

その他 円

合 計 円

４ 支部政党交付金の内訳

支給の目的 金 額 支部の名称

何 々 円…

合 計 円

５ 支部基金の内訳

基金の名称及び目的

前年末残高 円

積 立 額 円

取崩し額 円

果実収入額 円

本年末等残高 円
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（その３）

総括文書（支部分）の要旨）

１ 支部政党交付金・支部政党交付金による支出・支部基金の総額

(1) 支部政党交付金総額 円

(2) 前年末支部基金残高 円

(3) 支部政党交付金による支出総額 円

ア 支部政党交付金支出充当額総額 円

イ 支部基金支出充当額総額 円

(4) 支部基金積立総額（果実を含む。） 円

(5) 本年末等支部基金残高 円

２ 支部政党交付金による支出の内訳

(1) 支部政党交付金 円

(2) 経常経費 円

ア 人件費 円

イ 光熱水費 円

ウ 備品・消耗品費 円

エ 事務所費 円

(3) 政治活動費 円

ア 組織活動費 円

イ 選挙関係費 円

ウ 機関紙誌の発行その他の事業費 円

(ｱ) 機関紙誌の発行事業費 円

(ｲ) 宣伝事業費 円

(ｳ) 政治資金パーティー開催事業費 円

(ｴ) その他の事業費 円

エ 調査研究費 円

オ 寄附金 円

カ その他の経費 円

合 計 円

３ 支部基金の内訳

前年末残高 円

積 立 額 円

取崩し額 円

果実収入額 円

本年末残高 円
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（その４）

総括文書（本部及び支部分）の要旨）

１ 政党交付金・支部政党交付金・政党交付金による支出・支部政党交付金に

よる支出・政党基金・支部基金の総額の合計額

(1) 政党交付金・支部政党交付金総額 円

(2) 前年末政党基金・支部基金残高 円

(3) 政党交付金による支出・支部政党交付金による支出総額

円

ア 政党交付金・支部政党交付金支出充当額総額 円

イ 政党基金・支部基金支出充当額総額 円

(4) 政党基金・支部基金積立総額（果実を含む。） 円

(5) 本年末等政党基金・支部基金残高 円

２ 政党交付金による支出・支部政党交付金による支出の内訳

(1) 支部政党交付金 円

(2) 経常経費 円

ア 人件費 円

イ 光熱水費 円

ウ 備品・消耗品費 円

エ 事務所費 円

(3) 政治活動費 円

ア 組織活動費 円

イ 選挙関係費 円

ウ 機関紙誌の発行その他の事業費 円

(ｱ) 機関紙誌の発行事業費 円

(ｲ) 宣伝事業費 円

(ｳ) 政治資金パーティー開催事業費 円

(ｴ) その他の事業費 円

エ 調査研究費 円

オ 寄附金 円

カ その他の経費 円

合 計 円

３ 政党基金・支部基金の内訳

前年末残高 円

積 立 額 円

取崩し額 円

果実収入額 円

本年末残高 円
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別
記
第
２
０
号
様
式
（
第
３
９
条
関
係
）

第２０号様式（第３９条関係） 

 

              政党交付金による支出に充てていない政党交付金 

       等の引継の届 

 

                                                  令和  年  月  日 

                            政 党 の 名 称                              

                            主たる事務所の所在地 

                            代 表 者 の 氏 名                               ㊞ 

 

 政党助成法第３３条第３項の規定により、下記のとおり届け出ます。 

 

                                   記 

     本 部 ・ 支 部 名 
  未 支 出 額         基 金 残 高        

 引 継 額        引 継 額        

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

       合      計 
   

   

（備考） 

  １ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。 

  ２ 「代表者の氏名」欄に押す印は、登記の申請書に押印すべき者（委任によ 

る代理人によって登記の申請をする場合には、政党等の代表者）が登記所に 

提出した印（提出予定のものを含む。）を使用すること。 

  ３ 合併解散政党が複数ある場合については、それぞれ別葉とすること。 

  ４ 「未支出額」欄には、合併解散政党若しくは分割解散政党又はこれらの政 

  党の支部がその年において当該合併又は分割による解散の日までに交付又は 

  支給を受けた政党交付金及び支部政党交付金で当該解散の日までに政党交付 

  金又は支部政党交付金による支出に充てていないもの（政党基金又は支部基 

  金として積み立てられたものを除く。）の額を記載すること。 

  ５ 「基金残高」欄には、合併解散政党若しくは分割解散政党又はこれらの政 

  党の支部が当該解散の日において有していた政党基金及び支部基金の残高を 

  記載すること。 

  ６ 「引継額」欄には、上段の未支出額及び基金残高のうち、この届出をする 

  分割政党が引き継いだ額を記載すること。 
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別
記
第
２
１
号
様
式
（
第
４
０
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）

（第４０条関係）第２ 号様式１

交付停止政党交付金 通知書
返還命令

政 党 の 名 称

主 た る 事 務 所 の 所 在 地

政党交付金の（交付停止・返還命令）額 円

交 付 決 定 額 円

本 来 交 付 す べ き で あ っ た 額 円

内 ４ 月 円

７ 月 円

交 付 済 額

１０ 月 円

１２ 月 円

容 交 付 停 止 額 円

返 還 命 令 額 円

返 還 期 限 令和 年 月 日

理

由

令和 年の貴政党に対する政党交付金の交付を停止します（返還を命じます）ので、

政党助成法第３３条第６項の規定により通知します。

令和 年 月 日

政 党 の 名 称

殿代表者の氏名

氏 名 印総務大臣
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別
記
第
２
２
号
様
式
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第
４
０
条
関
係
）

（第４０条関係）第２２号様式

政 党 交 付 金 返 還 命 令 通 知 書

政 党 の 名 称

主 た る 事 務 所 の 所 在 地

政 党 交 付 金 の 返 還 命 令 額 円

円(本部･支部名) 令和 年における政党交付金(支部
政党交付金)を受けた額

円
令和 年における政党交付金による
支出(支部政党交付金による支出)の額

円令和 年 月 日現在政党基金(支部
基金)残高

円
その前年１２月３１日現在からの基金
増減額

返 還 命 令 額 円

円
(本部･支部名) 令和 年における政党交付金(支部

政党交付金)を受けた額

円
令和 年における政党交付金による
支出(支部政党交付金による支出)の額

円令和 年 月 日現在政党基金(支部
基金)残高

円
その前年１２月３１日現在からの基金
増減額

返 還 命 令 額 円

理

由

令和 年の貴政党に対する政党交付金の返還を命じますので、政党助成法第３３条
第６項の規定により通知します。

令和 年 月 日

政 党 の 名 称

殿代表者の氏名

氏 名 印総務大臣

54



別
記
第
２
３
号
様
式
（
第
４
０
条
関
係
）

（第４０条関係）第２ 号様式３

政 党 交 付 金 交 付 停 止 通 知 書

政 党 の 名 称

主 た る 事 務 所 の 所 在 地

政 党 交 付 金 の 交 付 停 止 額 円

交 付 決 定 額 円

４ 月 円

内

７ 月 円

内 訳

１０ 月 円

容

１２ 月 円

交 付 停 止 額 円

理

由

令和 年の貴政党に対する政党交付金は、政党助成法第３４条第１項の規定により

報告書等の提出があるまで交付を停止しますので、同条第２項の規定により通知します。

令和 年 月 日

政 党 の 名 称

殿代表者の氏名

氏 名 印総務大臣
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第２４号様式（第４１条関係）

政党交付金の交付停止（返還命令）

政 党 の 名 称

政党交付金の交付停止額（返還命令額） 円

（理 由）
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（第４２条関係）第２５号様式

政 党 交 付 金 の 控 除 額 通 知 書

政 党 の 名 称

主 た る 事 務 所 の 所 在 地

控 除 額 円

理

由

令和 年の貴政党に対する政党交付金について、令和 年 月 日付けで返

還を命じたところですが、政党助成法第３３条第１１項の規定により令和 年 月

分の交付額から控除する旨通知します。

令和 年 月 日

政 党 の 名 称

殿代表者の氏名

氏 名 印総務大臣
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